
「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決

定）、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改

革の推進に関する法律」（平成１８年６月公布）、「経済

財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８

年７月７日閣議決定）などにより、地方においても

国と同様に資産・債務改革に積極的に取り組むこと

が明確に打ち出されるとともに資産・債務の適切な

管理等に必要な公会計の整備の推進が求められるこ

ととなった。これらを受けて、総務省に設置された

「新地方公会計制度研究会」及び「新地方公会計制度

実務研究会」において報告書が取りまとめられた。

また「公会計の整備推進について」（自治財政局長通

知）」（平成１９年１０月１７日付け総財務２１８号）では、人

口規模や公会計の整備状況により３年から５年以内

に同報告書を活用して、貸借対照表、行政コスト計

算書、資金収支計算書、純資産変動計算書を作成す

ることが求められている。なお、同日付けの総務省

自治財政局財務調査課事務連絡においては、「資産・

債務改革」の具体的施策の策定や「地方公共団体の

財政の健全化に関する法律」の本格実施をふまえれ

ば、平成２１年度までに財務書類を整備することに重

要な意義があるとされている。更に「新地方公会計

モデルにおける資産評価実務手引」、「新地方公会計

モデルにおける連結財務書類作成実務手引（総論編、

基準モデル編）」、「新地方公会計モデルにおける連結

財務書類作成実務手引（総務省方式改訂モデル編）」

などが、順次公表されており、各地方公共団体では

これらを参考に財務書類の作成を行っているところ

である。府内市町村の取組みとしては、財団法人大

阪府市町村振興協会において、公会計改革研究会を

開催し、参加している７市が自団体の平成１９年度決

算の数値を用いて財務書類を作成し、その過程で出

てくる疑問や課題の整理を行っている。その一方で、

一部の市町村では「資産評価や台帳整備に多大な時

間、労力を要するが人員が不足し、対応できない」、

「財務書類の活用方法がわからない」、「法的な作成義

務がないため関係各課の協力が得にくい」といった

声があがっていることから、本稿では、新地方公会

計制度導入の経緯、背景等を再度確認しながら整理

してみる。なお、文中意見にわたる部分は筆者の個

人的見解も含まれていることをお断りしておく。

１　導入の背景

①資産・債務改革

我が国は、戦後、中央集権システムのもと高度

経済成長を経て、急速に復興・発展を果たしてき

た。一方、地方公共団体においては、警察･消防・

道路・上下水道・ごみ・保健・福祉・教育など住

民に直接関係の深い事務・事業の実施により、住

民生活の充実を支えてきたところである。しかし

ながら、急速に都市インフラ、公共施設等の整備

を積極的に進めてきたことや、景気対策として地

方債の増発等を行ってきたことにより地方債残高

が急増し膨大な債務をかかえている状況である。

今後、人口が減少し、少子高齢化が進展する中で、

持続可能な国・地方財政運営が大きな課題となっ

ている。

このような情勢下において、債務の縮減や徹底

的な歳出削減を図るとともに売却可能な財産の売

新地方公会計制度導入の経緯

はじめに
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却促進を行うことにより、資産・債務規模を圧縮

し、行政のスリム化、効率化を一層徹底すること

が必要として、「資産・債務改革」の取組みが求め

られている。

②行政の信頼確保と情報公開の徹底

決算の早期開示や地方公共団体間で比較可能な

財政状況の開示、住民サービスや負担などについ

て、住民に分かりやすく示していくことが要請さ

れている。これにあわせ監査委員への外部の人材

の積極的な登用や外部監査制度の有効活用などの

ガバナンス強化により、地方公共団体の行政運営

に対する住民参加の機会の推進を図ることが求め

られている。

また、地方分権の進展に伴い、これまで以上に

自由でかつ責任ある地域経営が地方公共団体に求

められており、財務情報の市場への公開と資金調

達の自己責任化が必要となっている。

③地方公共団体の財政状況に対する注目

地方公共団体は、住民福祉を増進することを目

的としており、毎年度の税収等を効果的に活用す

ることが求められてきた。このような地方公共団

体の財政状況を示す指標としては、普通会計ベー

スでの財政の収支や公債費の標準財政規模に対す

る比率などが利用されてきたが、当該団体の全会

計ベースでの指標や従来のフロー情報だけではな

く、ストック情報の開示や透明性の高い財務情報

の開示が重要となっている。更に、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律の将来負担比率は、

各地方公共団体の実質的な負債を把握し、指標化

するものであるが、発生主義による公会計の考え

方を取り入れているものである。また、地方財政

健全化法の指標が基準を超えた場合には、財政健

全化計画等を策定することとなるが、この場合、

計画の内容として、資産売却などストックレベル

の対応も必要と考えられているため早期に公会計

を整備しておくことが重要となる。

こうしたことから、普通会計だけでなく、普通

会計への負担につながる公営企業会計や公社、第

３セクター等の負債も考慮したフローとストック

をあわせ、透明性の高い財務情報の開示方法の開

発が求められている。

２　新地方公会計制度の取組み

① 地方公共団体の公会計改革は、昭和６０年代に

一部の地方公共団体において、独自にバランス

シートを作成していたが、当時作成基準が統一

されていなかったため、地方公共団体間での比

較や分析が困難であった。

総務省においてバランスシートの作成基準が

示されたのは、平成１２年３月であり、平成１３年

には新たに行政コスト計算書、地方公共団体の

全会計ベースのバランスシート作成基準が示さ

れた。これらがいわゆる「総務省方式」といわ

れるもので、これらによって地方公共団体にお

ける企業会計的手法による財務書類の作成が一

気に普及することとなった。

② このような中で、公会計制度の大きな転機と

なったのが、「行政改革の重要方針」であり、

「地方においても、国と同様に資産・債務改革に

積極的に取り組み、各地方公共団体の資産・債

務の実態把握、管理体制の状況を総点検すると

ともに、改革の方向と具体的施策を明確にする。

総務省は、各地方公共団体と協議しつつ、目標

と工程表の作成などの改革を推進するよう要請

する。」との取組み内容が記され、地方公共団体

における「資産・債務改革」の必要性が明確に

打ち出された。これによって、資産・債務の適

切な管理や資産の有効活用等に役立つツールと

して、財務書類の整備が求められることとなっ

た。

③ 続いて平成１８年５月に「新地方公会計制度研

究会報告書」が取りまとめられ、資産・債務の

適切な管理等の観点から資産評価について盛り

込んだ新たな財務書類のモデルが示された。ま

た、この報告書に基づいて平成１８年７月に「新

地方公会計制度実務研究会」が発足し、岡山県

倉敷市が「基準モデル」について、静岡県浜松

市が「総務省方式改訂モデル」について、それ

ぞれ実際に財務書類を作成することで実証的検

証が行われた。
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これらの結果、「新地方公会計制度実務研究会

報告書」（平成１９年１０月）が公表され、基準モデ

ル、総務省方式改訂モデルに基づく財務書類作

成要領が紹介されたことにより、各地方公共団

体において本格的に公会計の整備が進められる

こととなった。

１　新地方公会計制度の整備目的

地方分権の進展に伴い、これまで以上に自由かつ

責任のある地域経営が地方公共団体に求められてお

り、そうした経営を進めていくためには、内部管理

の強化と併せ、外部へのわかりやすい財務情報の開

示が不可欠である。新たな公会計制度の整備の具体

的な目的は次の点があげられる。

①資産・債務管理

②費用管理

③財務情報のわかりやすい開示

④政策評価・予算編成・決算分析との関係付け

⑤地方議会における予算・決算審議での利用

２　基本的考え方

① 財務書類の体系化に当たっては、国と地方の

財政上の結びつき等を考慮するとともに、地方

固有の取扱いを踏まえつつ、原則として国の作

成基準に準拠する

・発生主義を活用した基準設定とともに、複式

簿記の考え方の導入を図る

・地方公共団体単体と関連団体等も含めた連結

ベースでの基準モデルの設定

・貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動

計算書及び資金収支計算書の４表の整備を標

準とする

・現行の総務省方式の改訂にも配慮した基準モ

デルの設定

② 地方公共団体の財政の健全化に関する法律が

平成２１年度に本格施行されることをふまえれば、

早期に作成に着手し、平成２０年度決算に基づき、

平成２１年度に財務書類を公表することが重要で

ある。

３　財務書類４表が示すもの

①貸借対照表

地方公共団体がどれほどの資産や債務を有する

かについての情報を示すものであり、「資産の部」

と「負債の部」及び「純資産の部」により構成さ

れている。地方公共団体が住民サービスを提供す

るために保有する財産とその財産をどのような財

源で調達したのかを示すものである。また公共資

産については、「将来の経済的便益の流入が見込ま

れる資産」、「経済的便益の流入は見込まれないも

のの、行政のサービス提供に必要な資産」、「売却

が可能な資産」に区分し、その保有の状況を明ら

かにしている。

②行政コスト計算書

地方公共団体の経常的な活動に伴うコストと使

用料・手数料等の収入を示すもの。コスト面では、

人件費や物件費などの経常的なコストとそれを使

用料・手数料等の収入で、どれほどまかなってい

るかを表しているものである。

③純資産変動計算書

地方公共団体の純資産（資産－負債）が一定期

間にどのように増減したかを明らかにするもの。

総額としての純資産の変動に加え、それがどうい

った財源や要因で増減したのかについての情報も

示される。

④資金収支計算書

現金の流れを示すものであり、その収支を性質

に応じて、経常的収支、公共資産整備収支、投

資・財務的収支などに区分して表示しており、地

方公共団体のどのような活動に資金が必要とされ

ているのかが明らかになる。

新地方公会計制度の概要
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新地方公会計制度研究会報告書及び新地方公会計

制度実務研究会報告書において、提案、検証が行わ

れた両モデルの特徴については次のとおりである。

①基準モデル

・企業会計実務をもとに資産、税収や移転収支な

ど地方公共団体の特殊性を加味し資産負債管理

や予算編成への活用等、公会計に期待される機

能を果たすことを目的とする。

・開始貸借対照表を固定資産台帳等に基づき作成

し、ストック・フロー情報を網羅的に公正価値

で把握した上で、個々の取引情報を発生主義に

より複式記帳して作成することを前提としたも

の。

・事務処理の負荷の軽減を図るため、固定資産の

評価方法や標準的な仕分けパターンをあわせて

提案している。

②総務省方式改訂モデル

・各地方公共団体のこれまでの取組や作成事務の

負荷を考慮し、固定資産台帳や個々の複式記帳

によらず、既存の決算統計情報を活用して作成

することを認めている。

・開始貸借対照表の整備が比較的容易であり、公

有財産の整備財源情報などの開示が可能となる

などの特徴があるが、一方で公有財産等の貸借

対照表計上額に精緻さを欠くという課題がある。

・資産の有効活用の目的達成のため、売却可能資

産から優先して固定資産台帳を整備するととも

に、未収金・貸付金の評価情報の充実をあらか

じめ意図したものである。

・総務省方式改訂モデルに基づき継続的に財務書

類を作成していく場合においても、決算統計情

報の積み上げではなく、固定資産台帳を段階的

に整備していくことが、今回の公会計改革の最

も大きな導入目的である「資産・債務改革」の

観点から重要である。

③両モデルの相違点

固定資産の評価については、「基準モデル」で

は、開始貸借対照表の作成時に現存する固定資産

をすべて公正価格により評価する一方、「総務省方

式改訂モデル」では、売却可能資産や土地の評価

を優先することとされ、それ以外については段階

的に整備することが認められている。いずれのモ

デルを採用したとしても、すべての固定資産の評

価が行われた段階においては、固定資産に関する

情報の精度は同じ水準になる。フローの処理にお

基準モデルと総務省方式改訂モデル
の特徴
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いては、「基準モデル」では、予算執行データなど

をもとに個々に仕訳を行う複式簿記によるのに対

し、「総務省方式改訂モデル」では決算統計などの

データを組み換える方法による作成が暫定的に認

められ、将来的には複式簿記の考え方を導入する

ことが必要であるとされている。

１　財務書類を用いた分析による課題の把握

各地方公共団体においては、現在、財務書類の作

成に注力しているところであるが、数値を算定する

だけにとどまらず、各財務書類の数値の分析を行い、

自団体の財政状況をより深く把握することが必要で

ある。財務書類の数値による様々な分析や、他の団

体との比較を行うことで自団体の位置づけをより明

らかにし、財政状況の特徴や課題を多面的に把握す

るとともに今後の財政運営のあり方を検討するため

の材料とすることが重要である。財務書類を用いた

分析については、次のものが考えられる。

２　財務書類の活用

①目標設定・進捗管理への活用

財務書類を用いた分析結果を有効に活用するた

めには、現状分析にとどまらず中長期的な目標と

して、財政指標等をいつまでにどの程度の水準ま

で改善するのかを明確にし、その目標に向けて進

捗管理を行っていくことが必要である。例えば将

来負担比率など５年後、１０年後の目標を設定し、

その目標を達成するためにはどのような財政運営

を行っていく必要があるかシミュレーションを行

い、実際の財政運営に反映させていく方法が考え

られる。

②事業別・施策別・施設別分析

財務書類を用いた分析により、全体的な傾向や

課題を把握することができるが、これらの傾向や

課題の要因分析やその具体的対応を行うには、よ

り詳細な分析が必要である。事業別・施策別ある

いは施設別の財務書類を作成することにより、ど

の事業・施策あるいは施設にコストがかかってい

るのか、資源配分に偏りがないかといったことを

分析し、改善すべきポイントを洗い出していくこ

とが可能となる。

財務書類の分析と活用
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③行政評価との連携

民間企業の場合は対価を得て財やサービスを提

供するので、成果を金額で把握することが可能で

あり、利益が一つの成果測定の尺度となる。しか

しながら、地方公共団体の業務は対価のない財や

サービスの提供がほとんどであり、利益は成果の

尺度にはならない。したがって行政評価の取組み

の中で成果とコストとをそれぞれ把握してその対

応関係を分析する必要がある。その際のコストの

概念として、今回の公会計制度の考え方を採り入

れることにより、両者の取組みを一体不可分とし

て、有効に機能させることができると考える。

多くの地方公共団体では、経済情勢の悪化による

税収の落ち込みや地方債残高の急増、人口減少・少

子高齢化の進展による社会保障費の増大など厳しい

財政状況に直面している。現行の現金主義会計では

見えにくい行政コストや全会計ベースでの財政状況、

ストック情報、次世代に引き継ぐ負担などの状況を

把握するとともに透明性の高い財務情報を開示して

いくため、今回の公会計制度への取組を進めていく

ことが重要である。それに加え、財政状況を詳細に

分析することで、その特徴や問題点、健全化の取組

みの方向性が明らかになるものと考えられる。また

住民に対しても他団体との比較や、分かりやすい財

務情報や課題、その改善方法などを示すことで住民

への説明責任を果たすことができるとともに住民の

信頼を得ることにもつながるものである。

各地方公共団体においては、単に総務省において

提示されたモデルによる財務書類の作成や公表にと

どまることなく、住民に対する財政状況の開示や庁

内での行政経営等に活用していくことが非常に重要

であると考える。
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